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砂川市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

 

 

 

 

砂川市長  飯  澤  明  彦 
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   砂川市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部を改正する訓令 

 

 

砂川市要保護児童対策地域協議会設置要綱（平成17年訓令第26号）の一部を次のように改正する。 

 

 第７条中「保健福祉部社会福祉課」を「保健福祉部子育て支援課」に改める。 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 


